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 R7 年の年末調整の変更点  各種控除額が改正されています！ 

 
令和 7年の年末調整は昨年との変更点がありますのでご紹介します。 

 

1. 基礎控除の見直し 
基礎控除額が所得金額に応じて段階的に引き上げられています。 
詳しくはインフォメーション No575 をご参照ください。 

 
 

2. 給与所得控除の見直し 
給与所得控除について、55 万円の最低保証額が 65 万円に引き上げられています。 

 
※給与の収入金額 190 万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 
 

3. 特定親族特別控除の創設 
所得者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族で合計所得金額が 58 万円超 123 万円

以下の特定親族がいる場合には、特定親族特別控除の適用を受けることができます。 
詳しくはインフォメーション No574 をご参照ください。 

 
※親族の合計所得金額が 58 万円以下の場合は、扶養控除の対象となり 63 万円の控除が適用されます。  
 

4. 扶養控除等の所得要件の改正 
基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。 

 
 

出典：国税庁 HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf   
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